データ入力委託契約

本契約は、●●（以下「甲」という。）と、●●（以下「乙」という。）との間で、データ入力業務の委託に関し、以下のとおり締結する。

第1条（目的）
甲は、乙に対し、甲が指定する情報・資料を基にデータ入力業務（以下「本業務」という。）を委託し、乙はこれを受託する。本契約は、本業務の内容、責任分担、成果物の取扱いその他必要事項を定めることを目的とする。

第2条（本業務の内容）
1　乙が実施する本業務の内容は、以下のとおりとする。
（1）甲が提供する紙媒体・電子媒体・ウェブ情報のデータ化
（2）指定フォーマットへの入力作業
（3）入力データの確認・整合性チェック
（4）甲が別途指示する付随作業
2　業務の詳細（件数・納期・単価など）は、甲乙協議のうえ作成する個別指示書に従うものとする。
3　乙は本業務の遂行に必要な技能・体制を自ら確保し、善良な管理者の注意義務をもって実施する。

第3条（再委託の禁止）
乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。

第4条（作業環境の整備）
1　乙は、本業務を遂行するために必要な機器、通信環境、ソフトウェア等を自ら整備し、正常に動作する状態を維持するものとする。
2　乙は、作業環境において情報漏えい防止措置を講じ、第三者がアクセス可能な状態で業務を行ってはならない。

第5条（成果物の納品・検収）
1　乙は、甲が指定する形式で成果物を納品する。
2　甲は、納品後●日以内に検収を行い、誤入力等があれば乙に修正を求めることができる。
3　乙は、甲から指摘された不備を速やかに無償で修正するものとする。

第6条（報酬及び支払条件）
1　報酬額は個別指示書に定める。
2　乙は検収完了後、甲に対し請求書を発行し、甲は請求書受領後●日以内に支払う。
3　振込手数料は●●の負担とする。

第7条（秘密保持）
1　乙は、本業務に関連して知り得た情報（個人情報・業務データを含む。）を秘密として保持し、甲の事前承諾なく第三者へ漏えいしてはならない。
2　秘密保持義務は、本契約終了後も●年間存続する。
3　本条の内容は、中小企業庁の秘密保持条項レベルの義務を含むものとする。

第8条（個人情報の取扱い）
1　乙は、本業務において個人情報を取り扱う場合、個人情報保護法その他の関連法令を遵守する。
2　甲の事前承諾なく目的外利用をしてはならない。
3　乙は、漏えい事故等が発生した場合、直ちに甲へ報告し、協議のうえ必要な措置を講じる。

第9条（業務遂行上の注意義務）
乙は、誤入力・欠損・不正操作等が発生しないよう必要な注意をもって業務を遂行し、明らかな過失により甲へ損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負う。

第10条（契約期間）
本契約の有効期間は、契約締結日から●年間とする。期間満了の●日前までに甲または乙から更新拒絶の意思表示がない場合、本契約は同一条件で自動更新される。

第11条（契約の解除）
1　甲または乙は、相手方が以下のいずれかに該当した場合、催告なしに直ちに契約を解除できる。
（1）重大な契約違反があったとき
（2）支払停止・破産申立て等の信用不安が生じたとき
（3）本業務の遂行が著しく困難となったとき
2　解除により損害が発生した場合、帰責事由のある当事者はその賠償責任を負う。

第12条（知的財産権）
1　本業務により作成された成果物に関する著作権その他の知的財産権は、甲に帰属する。
2　乙は、成果物を本業務の範囲外で使用してはならない。

第13条（損害賠償）
乙は、本契約に違反し甲に損害を与えた場合、その通常かつ直接の損害に限り賠償する。なお、逸失利益の賠償は負わない。

第14条（不可抗力）
地震、火災、停電、感染症の流行、通信障害その他不可抗力により業務遅延が生じた場合、当事者は責任を負わない。ただし、遅滞なくその旨を相手方へ通知する。

第15条（協議事項）
契約に定めのない事項や疑義が生じた場合、甲乙協議のうえ解決を図る。

第16条（管轄裁判所）
本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

●年●月●日

甲：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（住所）
代表者：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

乙：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（住所）
代表者：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

